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➢海外向けグラフィック日本事情発信誌「にぽにか」の在外公館を通じた配布

➢映像資料「ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾋﾞﾃﾞｵ･ﾄﾋﾟｯｸｽ」における日本の食文化や日本文化の紹介

にぽにか
美しい写真を多用した日本事情発信誌を年２
号制作し、日本の社会・文化・流行等を紹介。
毎号「召し上がれ、日本」という連載等、「食」
についても発信。
在外公館において、定期配布のほか広報文
化事業や学校訪問の際にも活用。

ジャパン・ビデオ・トピックス
日本の社会、文化、流行等のさまざまな側面を分かりやすく紹介す
るビデオクリップ。日本の「食」についても発信。毎年、100局以上の
海外テレビ局による放映の他、在外公館による上映、貸出し等にも
利用。

美味しく食べきる! 〜
食料廃棄に挑む最新
技術〜

食育〜食を通じた学び〜

食育の海外展開

寒天〜伝統のヘル
シーフード〜

令和3年度予算額：81百万円の内数
令和4年度概算決定額：78百万円の内数

過去の
作品例



地域における家庭教育支援基盤構築事業
（「学校を核とした地域力強化プラン」事業）

背景・課題

事業内容

専門的な対応が
必要な家庭

家庭教育・子育てに
関心がある家庭

不安や悩みを
抱える家庭

専門的な機関
（児童相談所など）
による対応

＜子育て家庭＞

家庭教育支援員
・元教員
・子育て経験者
・民生・児童委員 等

家庭教育支援
チーム 学びの場や

情報の提供等

アウトリーチ
型支援

・児童の健全育成推進や虐待予防の観点から、支援
を要する子育て世帯に支援が行き渡るよう（略）子
供や家庭の支援体制を充実強化する。
・（孤独・孤立対策）アウトリーチ型支援体制の構
築（略）の取組を推進する。

骨太の方針2021（令和3年6月18日閣議決定）

インパクト（国民・社会への影響）

・ 家庭・学校・地域の連携・協力の
下、社会全体で子供たちの健やかな
育ちを支える環境を構築。

・ 保護者の子育て環境に子供たち
の育ちが左右されることがなくなり、不
登校・児童虐待の減少、少子化の
改善へ。

アウトカム（成果目標）
初期（令和６年頃）
支援チーム未設置県が解消され、各都道府県内でのチームの横展開が加速化。

中期（令和８年頃）
全市区町村に支援チームが設置され、その半数でアウトリーチ型支援が実施されること
で、保護者の不安や課題等への早期対応が可能に。

長期（令和14年頃）
全国でアウトリーチ型支援体制が整備され、身近な地域に子育ての悩みを相談
できる人がいる保護者の割合が改善する。（R2:28.1％）

アウトプット（活動目標）

・ 家庭教育支援チームを
1000チーム設置。

・チームの半数がアウトリーチ型
支援を実施。

○約7割の保護者が子育てに悩みや不安を抱えている

○地域において子育ての悩みを相談できる人は約3割

○不登校の増加(約13万人)、家庭の孤立化による児童虐待(約20万件)のリスク増

①身近な地域において、保護者の悩み・不安を解消できる家庭教育支援チームを構築する必要がある。

②家庭教育支援チームにおいて、３～４割がアウトリーチ型支援を実施しているが、

人材・予算の確保が課題となっている。

【補助率】

⚫ 事業開始：平成27年度～

国 1/3

都道府県 1/3

市町村 1/3

令和4年度予算額（案） 75百万円

（前年度予算額 75百万円）

●保護者への学習機会の効果的な提供
・就学時健診や保護者会など、多くの保護者が集まる機会を活用した
学習機会の提供

●親子参加型行事の実施
・親子の自己肯定感や自立心などを養成するため、親子での参加型行事や
ボランティア活動、 地域活動等のプログラムを展開

●家庭教育に関する情報提供や相談対応
・悩みを抱える保護者、仕事で忙しい保護者など、様々な家庭の状況に
応じて、家庭教育支援チーム等による情報提供や相談対応を実施

＜主な内容＞

家庭教育支援に関する推進体制の構築 家庭教育支援に関する取組の実施

＜主な内容＞

●家庭教育支援に関わる地域の多様な人材の養成
・子育て経験者や元教員、民生委員・児童委員、保健師等、
地域の多様な人材の参画を促進

●家庭教育支援員等の配置
・小学校等に家庭教育支援員を配置するなど、
身近な地域における家庭教育支援の体制強化

●「家庭教育支援チーム」の組織化
・地域における家庭教育支援が継続的に実施できるようチームの組織化

真に支援が必要な家庭への対応（アウトリーチ型支援）（児童虐待防止等）

●家庭教育支援員等に対する研修

・子供の健やかな育ちをめぐる課題への対応(虐待防止等)など
に関する研修の実施

●保護者に寄り添うアウトリーチ型支援

・育児に周囲の協力が得られにくい家庭等、真に支援が必要な家庭へ
個々の情報提供や相談対応等、保護者に寄り添う支援の実施



１ 概要
学校給食の普及充実及び安全な学校給食の実施を図るため、衛生管理の充実強化等に

必要な施設整備の実施に当たり、その実施に要する経費の一部を「学校施設環境改善交
付金」として交付

２ 根拠法令
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第１２条

３ 交付対象事業者
地方公共団体（都道府県、市町村＜一部事務組合を含む＞）

４ 交付対象事業
義務教育諸学校におけるドライシステムに対応した学校給食施設（単独校調理場、

共同調理場）の新増築又は改築事業

※共同調理場：２以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設（学校給食法第6条）

５ 交付金の算定方法

学校施設環境改善交付金（学校給食施設整備）について

ドライシステム ウエットシステム

床の状態 常に乾いている 濡れている

床の傾斜 平坦 排水のための傾斜あり

清掃方法 掃き取り、拭き取り 水まきによる清掃

湿 気 少ない 多い

ドライシステムとは・・・

調理機器から床に水を落とさない構造とすることで、床を常に
乾いた状態とし、調理場内の湿気を少なくすることで細菌の繁
殖を防止するとともに、水はねによる二次感染を防止するシス
テムをいう。

◆ドライシステムとウエットシステム（湿式）の主な比較

算定式 主な事業細目 附帯施設

基本
算定
割合

事務費

交付対象経費（①,②のいずれ
か低い額）＋事務費

①配分基礎額×算定割合
（配分基礎額＝延床面積（基準面積

を限度とする。）×建築単価＋
附帯施設の基準金額）

②事業に要する経費×算定割合

・調理場施設（基本）
・炊飯給食施設
※新規整備に限る。

・アレルギー対策室

・一般
（かま、食器洗浄機、野菜
裁断機等）

・炊飯
（炊飯機、洗米機等）
※新規整備に限る。

・厨芥処理機（共のみ）

※新規整備に限る。
・自家発電機（共のみ）

※新規整備に限る。

・廃水処理施設（共のみ）

新増築
1/2

交付対象
経費の
1/100

改築
1/3

ドライ化した調理場

ウェット式の調理場



学校給食・食育の諸課題に関する調査研究等
令和4年度予算額（案） 0.3億円

(前年度予算額 0.4億円)

・第4次食育推進基本計画（令和3年度～7年度）においては、社会状況の変化に伴い、子供たちの食の乱れや健康への影響が見られることから、引き続
き、学校における食育を推進するため、栄養教諭の一層の配置を促すとともに、学校の中で、食品ロス（SDGs）、伝統的食文化、減塩、体験活動、デジ
タル等に対応した給食・食育が求められている。

・食育における「生きた教材」である学校給食は安心・安全であることが大前提であり、より一層の衛生管理の徹底を図ることが必要。

現状・課題

・子供のうちに健全な食生活を確立することで、生涯にわたり健全な心身を培い、豊かな人間性を育んでいく基礎となることにつなげる。

・学校給食の衛生管理の改善・充実を図り、児童生徒の健康の一層の保持・増進を図る。

成果

取組② 衛生管理の調査・徹底指導等

文部科学省が各都道府県の指導主事や退職栄養教諭等に対して指導者養成講習会を開催し、指導者の資質向上を図る。これを受
け、各都道府県は指導者による衛生管理に関する調査・指導を実施し、その結果を文部科学省に報告するとともに、調査・指導結果を域
内に展開し、徹底された衛生管理を実現する。

委託先
委託対象経費
箇所数等

成果

第4次食育推進基本計画で記載されている以下のような学校給食・食育に関する要望・課題に対し、栄養教諭が中核となり、家庭・地域と連携しなが
ら取り組んでいる事例を全国から取集するとともに、実施したことによる効果検証や傾向・課題等を分析する調査研究を行い、全国に周知することで、児童
生徒の食に関する自己管理能力の育成を図る。（委託先：民間シンクタンク等、委託箇所数：１か所）

伝統的食文化

食品ロス

デジタル

減塩

体験活動

取組① 給食・食育における様々な要望・課題への対応

全
国
へ
発
信

調
査
分
析

シンクタンク

文部科学省

イメージ
日常生活における食事について正しい理
解を深め、健全な食生活を営むことができる
判断力を培い、望ましい食習慣を養うこと等
につなげる。

目的

学校



学校給食地場産物使用促進事業
令和4年度予算額（案） 0.5億円

（前年度予算額 0.5億円)

課題解決のための事業概要

学校

学校給食における地場産物の活用は、①子供たちが身近に実感をもって地域の自然や環境、食文化、産業について理解を深めたり、②生産者や生産過程を理解し、食べ

物への感謝の気持ちを抱くことができるなど、教育的意義を有するものである。政府の食育推進基本計画においては、第1次から第3次計画（平成18~令和2年度の15年

間）及び第4次計画（令和3～7年度）にわたり学校給食における地場産物の使用を掲げているが、以下の課題から使用率を高めるのが困難な地域も多い。

背景

未解決の課題
当日調理が原則。当日の朝、納入してもらえるか？
短い時間で調理が可能なのか？
必要な量が確保できるか？
大きさなどはある程度そろえられるのか？

自分でセンターまでの出荷を担えない
自分だけでは大量生産はできない
規格ではじかれてロスが生じるなら、他に売りたい……

◆コーディネーターの配置
◆関係者による協議会の開催

⚫学校給食における地場産物の使用を促進するための補助を行い、都道府県・全国における地場産物使用率の上昇につなげる。

⚫学校給食における地場産物等の安定的な生産・供給体制を構築するとともに、地域の食文化、食に係る産業や自然環境の恵沢に対する子供の理解増進につなげる。
成果

調整 調整

【コーディネーターや協議会に期待される役割例】
○学校給食の使用品目・使用量の整理・共有
○域内における農作物の種類・生産量の整理・共有
○買取方針・生産方針の明確化・共有
○集荷・納入に係る仕組みづくり
○学校で子供たちに食育を行う生産者等の人材派遣の調整 等

栄養教諭

学校給食に必要な量や規格、集荷・納入に係るミスマッチの未解決等課題

学校給食における地場産物の使用に当たっての課題解決支援として、学校側や生産・流通側の調整役として仕組みづくりを担うコーディネーターの配置に必要となる経費や、行政や

学校関係者、コーディネーター、生産者等による協議会等の開催に必要となる経費、学校で地場産物に係る指導を行うために必要となる生産者側の人材派遣等の経費等を支援

（対象校種：公立義務教育諸学校、実施主体：地方公共団体、箇所数：28、補助率：1/3）

地場産物を活用して、子供たちに
食に関わる地域の自然、文化、
産業を伝えたい！！ 教育委員会

農政部局

給食センター
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